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第７期 第２２回東温市農業委員会議事録 

 

１．開催日時 令和４年５月９日（月） 午前９時３０分～ 

 

２．開催場所 東温市役所 ４階 大会議室 

 

３．出席委員（１４人） 

 

４．欠席委員（５人） 

    

５．議事録署名人の指名について（２人） 

    

６. 議案日程 

  議案第 82号 農地法第３条の許可申請について            （４件） 

  議案第 83号 農地法第５条第 1項の許可申請について         （２件） 

  議案第 84号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見について     （２件） 

  議案第 85号 農用地利用集積計画書について             （１件） 

 

７. 農業委員会事務局職員（３人）
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８．会議の概要 

○事務局長 

皆さん、おはようございます。ご起立ください。姿勢を正してください。一同、礼。

ご着席ください。総会に先立ちまして、委員の出席状況をご報告いたします。只今の委

員の出席は１９名中１４名です。３番 ○○ ○○ 委員、４番 ○○ ○○ 委員、６

番 ○○ ○○ 委員、８番 ○○ ○○ 委員、１２番 ○○ ○○ 委員より欠席のご

連絡をいただいております。出席委員が過半数に達しておりますので、本会議が成立し

ていることをご報告いたします。なお、本日、推進委員等の傍聴者はございません。そ

れでは○○会長、開会をお願いします。 

 

○議長（会長） 

  皆さん、おはようございます。今朝はどんよりと曇って、ぱらぱら雨も降っておりま

す。麦が色付いて間もなく刈り取りの時期ですが、これからの天気が心配になってまい

りました。麦の作付けも以前より少し減り、作付けしていない農地が目立ってきました。

麦の関係では、はだか麦から小麦への作付けが転換されておりますし、今後小麦の作付

けが国としても大幅に進めてくるのではないかと危惧しています。 

現在、国会では農地の改正法案が審議されておりまして、今月中に成立する運びにな

ってまいりました。非常に大きく今後の農業が変わっていく段階にあるようです。農地

農業関連６法案の改正、特に基盤強化法の変更があるようです。現在成立しております

のが、土地改良法が改正されました。みどりの農業システム法案も成立しました。現在

審議している６法案が成立すると、いよいよ実施されてくるということになります。 

 それでは只今から第２２回農業委員会を開会いたします。 

 

 それでは、本日の議事録署名人ですが、１４番 ○○ ○○ 委員さん、１５番 ○○ ○

○ 委員さん、よろしくお願いします。 

議案審議、９件に入っていきます。議案第８２号農地法第３条の許可申請について、

４件を議題といたします。事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

議案第８２号、農地法第３条の許可申請について説明いたします。１番 譲渡人 東

温市○○番地 ○○ ○○さん。譲受人 東温市○○番地○ ○○ ○○さん。土地は、

○○番○、田、１，４２０㎡、ほか１０筆、計１１筆で、合計面積は１３，３９０㎡で

す。譲受人の耕作状況について申し上げます。権利内容は、贈与です。作付作物は水稲、

果樹です。主な農機具の保有状況は、トラクター、田植機、コンバイン、乾燥機、軽ト

ラックを保有しております。労働力は、本人、父の常時２人です。耕作面積は１５，７

３５㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なしということで、農地法第３条第２項各

号不許可要件ですが、１から７いずれにも該当しないため、許可要件はすべて満たして

いると考えております。以上です。 
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○議長（会長） 

  この件につきましては、地元、○○委員さんとなりますが、欠席なので事務局で報告

をお願いします。 

 

○事務局 

  説明します。地図６、７ページをご覧下さい。場所は○○東側の圃場整備が行われて

いる地区となります。○○さんの自宅につきましては○○集会所の北側にありまして、

申請地はその周辺の農地になります。○○さんと○○さんは親子関係で、○○さんがご

高齢でありますことから、経営移譲を受けて○○さんがこれから農業を営んでいくこと

になりました。○○の土地につきましては、○○の南側に位置し、果樹を作付けされる

とのことです。農業の経営移譲を受けるということで、特に問題ないと思われます。以

上です。 

 

○議長（会長） 

  只今、事務局さんからの説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思いま

す。何かご意見ございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、２番及び３番の案件につきましては、譲

渡人と譲受人が同じですので、一括審議をさせていただいたらと思います。事務局より

説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

２番 譲渡人 東温市○○番地 ○○ ○○さん。譲受人 東温市○○番地○ ○

○ ○○さん。土地は、〇〇番○、田、１，１１０㎡です。譲受人の耕作等の状況等

について申し上げます。権利内容は売買です。作付作物は、水稲、果樹です。主な農

機具の保有状況は、軽トラック、耕うん機、草刈機です。労働力は本人・妻の常時２

人です。耕作面積は０㎡です。周辺農業経営への影響につきましては、特に支障はご

ざいません。 

 

続きまして、３番 貸付人 東温市○○番地 ○○ ○○さん。借受人 東温市○○

番地○ ○○ ○○さん。土地は、○○番、畑、４３３㎡、以下３筆、計４筆で合計面

積は３，０１０㎡です。権利内容は、使用貸借権設定２０年です。作付作物以下は、同

じです。 

なお、○○ ○○さんにつきましては、東温市で新規就農になりますので、別紙１を

ご覧下さい。４月１６日９時４５分から○○委員さんにも同席いただきまして、面接を

実施しております。面接に際して、農地法第３条第２項各号の該当の有無を確認してお

ります。まず第１号不耕作目的、効率的に利用しない場合の権利取得の禁止についてで

すが、１０年前から家庭菜園をしており、退職後は農業に従事するため、土地を探して
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いたところ、親戚から申請地の売買及び使用貸借の話があった。現在は教職員であるた

め、兼業となるが妻と共に農業に従事する。草刈り機、軽トラックを所有しており、耕

うん機を購入予定である。申請地付近に農業用倉庫を有しており、１年を通じて野菜を

作付けする。将来は、収穫量が増えれば産直市での販売を検討する。第２号「農地所有

適格法人以外の法人による権利取得の禁止」ですが、該当ありません。第３号「信託の

引受の禁止」ですが、該当ありません。第４号「農作業常時従事要件」ですが、本人と

妻の常時２人で年間１５０日程度農業に従事します。第５号、「下限面積制限」ですが、

２番と３番の合計面積４，１２０㎡を取得見込でありますので、要件を満たしておりま

す。続きまして第６号「所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う土地の

転貸又は質入れの禁止」ですが、該当ありません。第７号「地域との調和要件」ですが、

地域の慣習に従い、除草作業等を行う。農道・水路などの共同利用施設の取決めを遵守

すると共に、農業の維持・発展に関する地域の話し合いに積極的に参加する。以上のこ

とから、農地法第３条第２号各号いずれにも該当しないため、許可要件はすべて満たし

ていると考えております。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、○○委員さんですので、確認結果のご報告をお願いし

ます。 

 

〇委員 ○○委員 

  説明させて頂きます。○○さんと○○さんは従兄弟どうしでありまして、○○さんの

旧姓は○○であります。○○さんは５０歳前後の時に体調を崩し、農業ができないとの

ことで、○○さんと話し○○さんの農業を引継いで農業をされるとのことです。○○さ

んは当初は農業に従事しておりましたが、体調を崩してからはほとんど耕作放棄地とな

っていました。○○さんは学校の先生で、勤めている学校には農業課があるらしく、農

地については色々と知識をつけており、農業の技術はあるのではないかと思います。奥

様も学校の先生で、休日は一緒に農業をしたいと。数年後定年退職の予定であるため、

定年後農業に従事するとのことです。また、地域の清掃活動についても賛同し、地域の

行事についても協力していきたいということで、問題ないと思いますので、よろしくご

審議お願いします。 

 

○議長（会長） 

  只今、○○委員さんからの説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思い

ます。何かご意見ございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、４番目の案件につきまして、事務局より

説明願います。 
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○事務局 

４番 譲渡人 埼玉県入間市○○番○ ○○ ○○さん。譲受人 東温市○○番地○ 

○○ ○○さん。土地は、○○番○、田、５６５㎡、ほか１１筆、計１２筆で合計面積

は９，７９８㎡です。権利内容は売買です。作付作物は水稲です。主な農機具の保有状

況は、トラクター、コンバイン、田植機、動噴です。労働力は、本人、父、母の常時３

人です。耕作面積は７，０１４㎡。周辺農業経営への影響は、特に支障なしということ

で、農地法第３条第２項各号不許可要件ですが、１から７いずれにも該当しないため、

許可要件はすべて満たしていると考えております。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、○○委員さんとなりますので、確認結果の報告をお願

いします。 

 

〇委員 ○○委員 

  説明させて頂きます。地図９ページをご覧下さい。申請地南側に高速道路が通ってい

ますが、只今スマートインターチェンジの工事が開始され、スマートインターチェンジ

がかかるようになったため、譲渡人が色々な条件をだし最終調整の結果、○○さんが農

地を引継いで耕作していくということになり、話がまとまりました。特に問題ないと思

いますが、よろしくご審議お願いします。 

 

〇議長（会長） 

  只今、○○委員さんからの説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思い

ます。何かご意見ございませんか。 

 

〇○○委員 

○○さんが最終的に土地を取得するにいたった理由を挙げるとすればなんでしょうか。 

 

〇○○委員 

スマートインターチェンジの工事に田んぼの一部がかかり、○○さんはこちらに居住

しておらず、一部の農地を取られるなら全て手放したいと、全部購入してくれる方がい

れば、農地を手放してもかまわない。また、農地は作っていただかないと困るとの話か

ら、利害関係の方々と最終調整した結果、○○さんが継いでいくとの話に至った次第で

あります。 

 

〇議長（会長） 

  他に何かございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 
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全員挙手で、承認いたします。続きまして、議案第８３号、農地法第５条第１項の許

可申請についてを議題とします。事務局より説明願います。 

 

〇事務局 

  議案第８３号農地法第５条第１項の許可申請についてご説明します。 

５番 貸付人 東温市○○番地 ○○ ○○さん。借受人 香川県高松市○○番○号 

○○さんです。土地は、○○番○、田、４７４㎡です。都市計画区域は市街化調整区域。

農地区分は農用地区域内農地。農用地区域は、農用地区域内。転用目的は表土置場・撤

去支材仮置場、所有権利内容は賃貸借権設定です。開発許可は不要です。東温スマート

インターチェンジに伴う一時転用です。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、○○委員さんですので、確認結果のご報告をお願いし

ます。 

 

〇委員 ○○委員 

  説明します。道路公団側で工事を進める中で、埃が舞うとの意見が出たため、埃を防

止するために、道路壁に高いつい立を建てるとの対応が発生し、○○さんの土地を借り

て、道路側に埃を防止するつい立を建てるとのことで、一時転用が必要になります。令

和５年１１月３０日まで申請が上がっている次第でございます。特に問題ないと思われ

ますので、ご審議をよろしくお願いします。 

 

○議長（会長） 

  只今、○○委員さんからの説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思い

ます。何かご意見ございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、６番目の案件につきまして、事務局より

説明願います。 

 

 

○事務局 

６番 譲渡人 松山市○○番地○ ○○ ○○さん。外１４名 譲受人 東温市見奈

良５３０番地１ 東温市長 加藤 章。土地は、○○番○ 外３４筆、計３５筆で面積

は田、２２，７６４㎡、畑３，２９５㎡ 計２６，０５９㎡です。権利内容は売買です。

作付作物は水稲です。都市計画区域は市街化調整区域。農地区分は第２種農地。農用地

区域は、農用地区域外。転用目的は工業団地、所有権利内容は所有権移転です。開発許

可は必要です。令和４年１月６日第１８回委員会で除外意見決定済の案件です。 

本日は、田窪第２工業団地の担当課であります都市整備課の○○に出席していただい
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ておりますので、○○から事業説明をしていただきます。 

 

〇都市整備課 職員 

  説明いたします。田窪第２工業団地の事業面積といたしましては、合計３１，７３０

㎡、３．２ｈａの事業区域となります。そのうち田が２２，７６４㎡、畑が３，２９５

㎡、合計２６，０５９㎡３５筆の農地が事業区域の中にありまして転用申請するものと

なります。先日、農振農用地区域からの除外手続きであります１１条公告が行われ、農

用地区域からの除外の見込みがたったことから申請いたしました。現在農地転用等も併

せて、開発許可の申請も手続きを進めている段階でございます。今後のスケジュールと

いたしまして、保障も含めた売買契約を今月から締結していく予定となっています。今

回の転用許可、開発許可等すべてが整いましたら、予定といたしまして、８月頃から現

場の方で随時着手し、工事の方を今年度から進めていく予定としております。 

  工業団地の完成時期についてですが、造成の完成が令和６年度を予定しておりまして、

完成後企業さんへ土地を引き渡す予定となっております。分譲先企業につきましては、

現在市の選考委員会等で企業を決める手続きを進めておりまして、現在まだ企業は決定

していません。説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

〇議長（会長） 

  只今、担当課の○○さんからの説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと

思います。何かご意見ございませんか。 

 

〇○○委員 

  １㎡あたりいくらの売買価格か教えていただけないでしょうか。 

 

〇都市整備課 職員 

１筆ごとに若干金額の差がございます。 

単価及び売買価格等については各個人の分は公表していないです。 

 

〇議長（会長） 

  ほかに何かございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続きまして、議案第８４号、農業振興地域整備計画の

変更に係る意見について、議題とします。事務局より説明願います。 

 

〇事務局 

議案第８４号、農業振興地域整備計画の変更に係る意見について説明いたします。農

用地区域からの除外についての案件になります。７番 所有者、東温市○○番地○ ○

○ ○○さん。申出者、松山市○○番地○○ ○○さん。土地は、○○番の一部、田、
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９４６㎡の内３４０㎡です。都市計画区域は市街化調整区域。農地区分は第１種農地で

す。転用目的は農家住宅です。開発許可は不要です。転用許可は必要です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、○○委員さんですので、確認結果のご報告をお願いし

ます。 

 

〇委員 ○○委員 

  説明します。○○さんと○○さんは親子です。今回農家住宅を建てるとのことで、特

に問題ないと思われますので、ご審議をよろしくお願いします。 

 

〇議長（会長） 

  只今、○○委員さんからの説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思い

ます。何かご意見ございませんか。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。８番目の案件につきまして、事務局より説明願います。 

 

 

〇事務局 

用途区分変更についての案件になります。８番 所有者、申出者共に、東温市○○番

地○ ○○ ○○さん。土地は、○○番○の一部、田、１，４６９㎡の内１６８㎡です。

都市計画区域は市街化調整区域。農地区分は農用地区域内農地です。転用目的は農業用

施設用地で農業用倉庫です。開発許可は不要です。転用許可も不要です。以上です。 

 

〇議長（会長） 

  この件につきましては、地元、○○委員さんですので、確認結果のご報告をお願いし

ます。 

 

〇委員 ○○委員 

  説明させて頂きます。地図１３ページをご覧下さい。申請者は田窪第２工業団地の収

用に係る方になりまして、自分の農業が止まってしまうと困るとのことで、田んぼの一

部に倉庫を建てて、農業を継続していくと計画しております。田んぼは耕作できる状態

ですので、土地の収用に合わせて農業用倉庫を建てていきたいと。特に問題ないと思い

ますが、よろしくご審議お願いします。 

 

○議長（会長） 

  只今、○○委員さんからの説明がありましたが、皆さんのご意見お伺いしたらと思い

ます。何かご意見ございませんか。 
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（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。続いて、議案第８５号、農用地利用集積計画書につい

て、議題とします。事務局より説明願います。 

 

◯事務局 

議案第８５号農用地利用集積計画について説明いたします。 

お手元にお配りしております。農用地利用集積計画書をご覧ください。 

令和４年度第２号農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により農用地利用集

積計画を定めるものです。概要についてご説明いたします。表紙をめくってください。 

 

今回は６月１日開始分です。申し出件数は８５件、面積は２２９，４１３㎡。 

その内、期間借地は８件、面積は２７，４７７㎡となっています。 

貸し手は８２名、借り手は６３名です。期間は、１年から２０年となっています。中

でも５年契約が最も多くなっています。作物別設定面積で米以外８種となっております。

米１０ａあたりの賃借料については、今回、現金での最高値１１，３１４円、最安値４，

７０４円です。現物では、最高６９㎏、最低２８㎏となっております。 

地目別は、田 ２２３，２０２㎡、畑６，２１１㎡です。次のページから期間別、地

目別の面積等が記載しております。 

以上が概要でございますが、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の東温市が定め

ております農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に適合していると考えます。 

以上です。 

 

○議長（会長） 

  この件につきまして、皆さんのご意見をお伺いしたらと思います。 

（   意見 ・ 質問   なし   ） 

ないようでしたら採決をしたらと思います。承認される方の挙手を求めます。 

（   全員挙手   ） 

全員挙手で、承認いたします。 

 

  本日の議案審議については、９件、これで全て終了しました。次回の農業委員会は６

月９日となっております。 

以上で第２２回農業委員会を閉会いたします。熱心なご審議ありがとうございました。 

  

 


